
様式２

※赤書きの部分は前回の委員会からの変更点

事 業 概 要

　計 画 延 長　：　１，０６０ｍ
　幅          員　：　８．２５（９．７５）ｍ
　全体事業費　：　２５．９億円
　事 業 期 間　：　令和７(２０２５)年度～令和１８（２０３６）年度

（１）事業目的

（２）事業の必要性

〇土砂崩落や豪雪等の異常気象に起因した度重なる通行止めを解消し、生活や避難
道路としての機能を維持することにより、地域住民の安全安心な生活を確保する。
〇線形不良により交通の隘路となっている未整備区間を解消することにより、交通の円
滑化と安全性の向上を図る。

〇路線の機能
　一般国道４８２号は、京都府宮津市を起点とし、鳥取市や岡山県を経由して、終点と
なる米子市に至る幹線道路であり、緊急輸送道路にも指定されている。また、佐治町と
鳥取市方面を結ぶ生活道路（バス路線）として、さらには佐治アストロパークなどの観光
地を結ぶ観光道路としての役割も担っている。
　当該事業区間の上流には、行政機能の中心となる鳥取市佐治町総合支所が位置す
ること、また異常気象時の避難道路として利用することから、重要な路線に位置づけら
れている。
〇現道状況
（１）災害に脆弱な現道の機能強化
　当該事業区間は、佐治川に並走した谷地形に位置し、一方は急峻な斜面、他方は
高低差のある佐治川が道路下を流れている。当該区間において通行止めが発生した
場合、県境をまたいで数時間以上を要して大きく迂回するルート及び幅員狭小かつ線
形不良である迂回ルートはあるものの、異常気象時に安全に通行できる代替ルートとし
て利用することができないことから、現道の機能強化が必要である。
　＜通行規制及び孤立の状況＞
　　当該区間は、豪雨や豪雪に伴う通行止めにより、集落の孤立が多発している。
　　　・過去３０年間　通行規制回数　：　１３回　（うち全面通行止６回）
　　　　（平成３０年７月豪雨以降の７年間に、通行規制４回（すべて全面通行止））
　　　　Ｒ５豪雪：最大連続 １．５日通行止　　　Ｒ５台風：最大連続 １６．５日通行止
　　　・令和５年１月豪雪　  　　 　７９８人（３５８世帯）
　　　・令和５年８月台風７号　１，５９７人（７３５世帯）
（２）交通の隘路の解消
　当該事業区間は、一部が線形不良で交通の隘路となっていることから、走行性及び
安全性向上のため、未改良区間の整備が求められている。
　＜現道状況＞
　　　・曲線半径　Ｒ＝２０～４０ｍ×３箇所
　　　　　（設計速度５０ｋｍ（Ｒ＝１００ｍ以上）の基準を満たない）

事業の概要及び事前評価に係る資料

事業実施担当部署 県土整備部道路局　道路建設課

事 業 種 別 　　　補助　　　交付金　　　県単独

１　事業の概要

フ リ ガ ナ

事 業 名 　一般
イッパン

国道
コクドウ

４８２号
ゴウ

　道路
ドウロ

改築
カイチク

事業
ジギョウ

（森
モリ

坪
ツボ

工区
コウク

）

　鳥取県公共事業評価実施要綱第４条（１）
　　：　全体事業費が概ね１０億円以上の事業

フ リ ガ ナ

事 業 箇 所 　鳥取市
トットリシ

　佐治町
サジチョウ

　森坪
モリツボ

事 前 評 価
の 理 由
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（３）事業効果

計 画 延 長 L=1,060ｍ

計 画 幅 員 W=8.25(9.75)ｍ

計 画 交 通 量
2,722台/日

（H27道路交通センサスに基づくR22推計)

事業概要

改良工事

令和11年度

令和18年度 120,000千円 改良工事

合計 2,590,000千円

現 況 交 通 量
2,686台/日

(R3道路交通センサス)

総 事 業 費 2,590,000千円

財 源 内 訳 国費６２％　　県費３８％

令和7年度

道 路 規 格 第３種第４級

設 計 速 度 50km/時

令和14年度

令和15年度 310,000千円 改良工事

令和16年度 200,000千円 改良工事

200,000千円 改良工事

令和12年度 272,000千円 改良工事

令和13年度 330,000千円 改良工事

令和17年度 200,000千円 改良工事

（５）事業計画期間及
び事業費

事 業 計 画 期 間

〇幹線道路の機能確保
・道路ネットワークの根幹をなす幹線道路としての機能が確保される。
〇地域の防災機能の向上
・大雨等による斜面崩落や護岸崩壊が発生した場合でも、安全な通行を確保すること
ができ、緊急輸送道路としての機能が確保されるため、迅速かつ円滑な災害対応が可
能となるとともに、住民の確実な避難が確保され、孤立集落の発生も軽減される。
〇地域の発展・生活の維持
・当該事業区間の上流の集落から鳥取市方面への通行が確保され、生活道路（バス
路線）としての地域交通機能が維持されるとともに、佐治アストロパーク等の観光施設
へのアクセス機能が確保される。
・行政機関（鳥取市佐治町総合支所）が正常に機能する。
〇安全な交通の確保（常時・異常時（冬期を含む））
・線形不良箇所の改善により、交通の円滑化や事故の減少に寄与する。特に、冬期に
おける車両の走行性・安全性が向上する。
〇その他
・佐治川上流に位置する佐治ダムでは、令和５年８月台風７号に、ダム建設以来初め
てとなる緊急放流を実施した。住民の命を守るための重要な操作であり、今後適切な
運用と管理ができる。

（４）事業内容

100,000千円 測量設計、地質調査

令和8年度 28,000千円 用地測量、用地補償

令和9年度 240,000千円 改良工事

令和10年度 270,000千円

事業費

令和７年度～令和１８年度

320,000千円 改良工事
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１，１９０ｍ

長 所

・災害発生時でも最低限
（１車線）の通行が確保で
きる。
・経済性に優れる。
・地形改変が少ない。
・走行性（線形）に優れる
・工事完了区間毎に、即
時、段階的に効果発現で
きる。

・災害（現道の土砂崩
落や護岸崩壊等）発
生時でも通行が確保
できる。
・走行性（線形）に優
れる。
・災害（護岸崩落や斜
面崩落等）による通
行止の恐れがほぼな
い。

・災害（現道の土砂崩
落や護岸崩壊等）発
生時でも通行がほぼ
確保できる。

短 所

・大規模災害発生時（３車
線に被害が及ぶ土砂崩
落等）には、一時的に通
行止となる恐れがある。

・経済性に劣る。
・全延長の掘削が完
了するまで効果が発
現されない。

・経済性に劣る。
・地形改変が大きい。
・全延長の切土が完
了するまで効果が発
現されない。

選 定 結 果 採　用 －

６，４８０百万円

※事業費は直接工事費・諸経費・補償費を含む金額である。

－

（２）適切性

（３）代替案の比較
検討

〇経済性、施工性および周辺環境に配慮したルートを選定
・災害等発生時においても、最低限の通行（１車線）を確保できる。
・既存道路を活用した工法を採用すること、また施工延長が最も短いことから、最も経
済性に優れる。
・工事着手箇所を制限されることなく、地元調整・用地買収等の完了箇所から施工が可
能であり、施工完了区間毎に整備効果を即時、段階的に発揮できる。
・長大な斜面の山切りが少なく、現地形の改変が最小限となる。

第３案

現道対岸切土案
（バイパス整備）

５，８８０百万円

第１案 第２案

延 長 １，０６０ｍ １，１９０ｍ

代 替 案
現道３車線化案

（現道利用）

２　事前評価のための資料

（１）合目的性 〇安全かつ確実な通行が確保される。
・災害発生時において、幹線道路としての道路ネットワークが確保できる。
・緊急輸送道路としての機能が確保されるため、住民避難及び災害活動が滞ることが
少なくなり、孤立集落の発生リスクも軽減される。
・住民の生活道路としての機能が確保される。
・線形不良箇所が改善され、車両の走行性・安全性が向上する。

（６）根拠法令、関
連事業、特記事項
等

【事業根拠法令】
道路法

【関連事業】
鳥取市道南岸線（※）が令和５年３月に全線開通した。
　※本路線は、当該事業区間の起点側（鳥取市側）に接続する道路

【特記事項】
なし

トンネル案
（バイパス整備）

事 業 費 ２，５９０百万円
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・社会的割引率　：　4％

・便益算定期間　：　50年

（単位：百万円）

51.1

0.03

1,783.7

68.0

1,851.7

49.8

1.3

0.0

費用便益比　Ｂ／Ｃ

（６）現在までの状
況

　「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（平成20年6月国土交通省)」による。具体
の算定手法については、「費用便益分析マニュアル（令和５年１２月　国土交通省道路局　都市
局）」による。

【費用便益比の計算結果】

【費用便益比とは】

〇令和5年1月28日　大雪による倒木により、国道４８２号（加瀬木～森坪）で３７時
　　　　　　　　　　　　　　間の全面通行止めが発生した。
○令和5年8月15日　台風７号による大雨により、佐治町内の国道４８２号において
　　　　　　　　　　　　　　道路崩落や土砂流出が複数箇所で発生。用瀬町別府（べ
　　　　　　　　　　　　　ふ）から佐治町栃原（とちわら）：岡山県境までの約２２km間
　　　　　　　　　　　　　　が全面通行止めとなる。
○令和5年9月1日　　上記区間の全面通行止め解除（片側交互通行）
○令和5年12月　　　　国道４８２号機能強化検討に着手
○令和6年3月　　　　 「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業」による
　　　　　　　　　　　　　　調査研究令和５年度報告会において改良方針 を説明
○令和6年3月　　　　　佐治地域振興会議において改良方針を説明
○令和6年5月　　　　　佐治町自治連合会総会第１回定例会において
　　　　　　　　　　　　　　 改良方針を説明

　B/C（ビーバイシー）とも略され、公共事業の効果を金銭に置き換えて、その妥当性を評価す
るための指標をいう。これは、ある事業において、要した費用の総計に対する発生した便益の
総計の比率（一定期間の総便益額を総費用で割った値）であり、その値が１以上であれば、総
便益が総費用より大きいことから、その事業は妥当なものと評価される。

（７）費用対効果分
析等

総便益（Ｂ） R6現在価値換算値

走行経費減少便益 R6現在価値換算値

交通事故減少便益 R6現在価値換算値

総費用（Ｃ） R6現在価値換算値

便益項目

走行時間短縮便益 R6現在価値換算値

項　　目 金額 備考

【費用便益比の計算】

費用項目

事業費 R6現在価値換算値

維持管理費 R6現在価値換算値

　・建設発生土は、可能な限り、他の公共工事に流用し、建設費用を抑える。（４）コスト縮減の取
り組み

（５）環境への影
響・配慮

【想定される影響】

　①掘削に伴う工事中の振動・騒音による影響
　②工事中の濁水による影響

【影響を回避又は軽減する方法】
　①低騒音・低振動工法、同建設機械の採用による対策を実施
　②沈砂池等の濁水対策を実施
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以上の結果、

事業を行う価値があると判断した。

（２）貨幣価値困難
な効果

【貨幣価値困難な効果の考え方】

　費用便益比は、一定の精度をもって金銭的に換算が可能な項目のみを取り扱ってい
るため、多様な効果の全てを評価しているわけではない。国が定める全国統一基準に
基づき算定した費用便益比が１．０を下回る場合であっても、中山間地で実施する道
路事業は数式や数値で表せない「定性的効果」が存在する。
　そこで、費用便益比から求める「定量的効果」と、この「定性的効果」を組み合わせ、
総合的に事業の費用対効果を判断することとした。
　なお、この考え方は、平成２８年度に学識経験者からなる「鳥取県道路事業評価手法
検討委員会」で検討され、道路事業評価手法としてとりまとめマニュアル化した。

【貨幣価値困難な効果の算定方法】

　定量的効果をＡ～Ｅの５ランクに、定性的効果をａ～ｅの５ランクに分類し、その組み
合わせで事業を行う価値の有無を判断する。

【貨幣価値困難な効果の算定結果】
区分 配点 評価基準 評価

○○ 整備後、⼀定区間について概ね改良済となること
（道路ネットワークとして機能していれば路線全体でなくても可） 〇〇

中⼭間地域（集落）と⽇常⽣活圏中⼼都市
とのアクセス改善 ○ 中⼭間地域と⽇常⽣活圏中⼼都市を結ぶ主たる経路であること 〇

⾼速道路IC、空港、港湾へのアクセス向上 ○ 各ＩＣ、空港、重要港湾へ直結する路線（アクセス道としての事業目的が明確なもの）

○ 概ね10km圏内に該当施設があり、施設への主たる経路であること
（公共施設の他、福祉施設、教育施設等公益性のある施設を含む） 〇

○ 観光地等への主たる経路であること
※観光地等︓観光⼊込客数が年間概ね１万⼈以上の箇所 〇

主要観光地等へのアクセス向上 ○ 上記観光地等が、観光⼊込動態調査（観光戦略課HP）で主要観光施設・主要観光
地等として位置づけられている、又はそれと同等であると認められること

○ 営農施設、⼯業団地、流通団地等への主たる経路であり、アクセス道としての事業目的が
明確なもの 〇

○○ 県又は各市町村の総合戦略等各種計画及び他の道路利⽤計画等と関連性があること 〇〇

集落⽣活圏と地域再⽣拠点間のアクセス性の
向上 ○ ⼩さな拠点づくりの計画に位置づけられた地域において、集落⽣活圏と地域再⽣拠点間の

主たる経路であること 〇

○ 事業により新たな地域間交流の機会が創出されるもの（県町境等）

○ 構造令を満⾜しない曲線半径等があり不良状況が説明できること 〇

○ 離合困難状況が説明できること

○ ⾼速バス、路線バス、⽣活バス等の路線であること 〇

○ 過去５年間で３件以上の事故（物損含む）が発⽣していること
○ 通過交通の転換がはかられ、⽣活道路の安全性が向上するもの
○ 通学路指定または、通学時の利⽤が確認できること

○ 雪寒指定路線内であり、冬期の交通に⽀障があることが説明できること 〇

○○ 事前通⾏規制区間・冬期閉鎖区間・通⾏規制区間（⾼さ、幅、重量、⼤型等）が解消
されること

○ 防災点検箇所（対策不要区間を除く）であり、事業により解消又は迂回できること

○ 過去に通⾏⽌め又は路⾯冠⽔の事例があること 〇

○ 事業により、迂回路・代替路としての機能が強化されるもの

災害時の孤⽴危険集落の解消 ○○ 代替ルートがないこと（⼤規模な迂回を余儀なくされる場合を含む）又は過去に孤⽴が
発⽣した事例があり、事業により改善が⾒込まれるもの 〇〇

○○ 緊急輸送道路（１次〜３次）であること 〇〇

○ 概ね10km圏内に該当施設があり、施設への主たる経路であること
緊急施設︓避難地、防災拠点等に位置付けられているもの 〇
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防
災
・
減
災

冬期の円滑な交通流動の確保

事前通⾏規制区間等の解消

防災点検箇所の解消

風⽔害等における通⾏⽌め及び路⾯冠⽔の解消

迂回路・代替路による防災機能の強化

緊急時の輸送機能の改善

緊急施設へのアクセスの改善

安
全
安
⼼
な
道
路
空
間

⾛⾏快適性の向上（線形・視距不良・狭隘箇所の解消）

⾞両すれ違い困難区間の解消

公共交通機関の運⾏環境の改善

交通事故減少（事故多発箇所の解消）
通過交通の転換による安全性の確保
通学路の安全性の確保

道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

道路ネットワークの構築

産
業
振
興
・
地
域
活
性
化

公共施設等へのアクセス向上

観光地等へのアクセス向上

⼯業団地等へのアクセス向上

地域振興計画等の⽀援

地域間交流の促進

評価項目
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L=1,190mL=1,190mL=1,060m
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様式２

（１）事業目的

（２）事業の必要性

〇現道に並走する北股川左岸側の背面斜面を発生源とする地すべりによる土砂崩
落等の異常気象に起因した度重なる通行止めを解消し、生活や避難道路としての機
能を維持することにより、地域住民の安全安心な生活を確保する。
○幅員狭小、線形不良により交通の隘路となっている未整備区間を解消することによ
り、交通の円滑化と安全性の向上を図る。

〇路線の機能
　主要地方道津山智頭八東線は、岡山県津山市から八頭郡八頭町へ到る幹線道路
であり、智頭町八河谷集落及び芦津集落と鳥取市方面及び智頭町中心部を結ぶ唯
一の生活道路（スクールバス路線）である。また、国定公園に指定され県内有数の観
光地である芦津渓谷への観光道路としての役割も担っている。
〇現道状況
（１）災害に脆弱な現道の機能強化
　当該事業区間は、現道に並走する北股川左岸側に地すべりが発生しており、地す
べり対策事業が繰り返し実施されてきたが、現在も地すべり活動が継続している。地
すべりが発生した場合、崩落土砂による道路埋塞や北股川の土砂ダム形成により道
路が通行不能となり、集落の孤立が発生する。大きく迂回する林道はあるものの、土
砂や落石等の崩落の恐れのある未整備の斜面が多く、異常気象時に安全に通行で
きる代替ルートとして利用することができないことから、現道の機能強化が必要であ
る。
　＜通行規制及び孤立の状況＞
　　当該区間は、豪雨等に伴う通行止めにより、集落の孤立が多発している。
　　　・過去２０年間　　通行規制回数　：　９回（うち全面通行止８回）
　　　（平成３０年７月豪雨以降の７年間に通行規制３回（うち全面通行止２回））
　　　　Ｈ１６：最大連続 ２．５日通行止　　　Ｒ２：最大連続 １．０日通行止
　　　・八河谷地区及び芦津地区の世帯数・人数　：　９３世帯　２０３人
（２）交通の隘路の解消
　当該事業区間は、一部幅員が狭く、線形不良で交通の隘路となっていることから、
走行性及び安全性向上のため、未改良区間の整備が求められている。
　＜現道状況＞
　　　・車道幅員　W=４.５ｍ程度
　　　・曲線半径　Ｒ＝４０ｍ×２箇所
　　　　　（設計速度４０ｋｍ（Ｒ＝６０ｍ以上）の基準を満たない）

事業の概要及び事前評価に係る資料

事業実施担当部署 県土整備部道路局　道路建設課

事 業 種 別 　　　補助　　　交付金　　　県単独

１　事業の概要

フ リ ガ ナ

事 業 名 　主要地方道
シュヨウチホウドウ

津山
ツヤマ

智頭
チズ

八東
ハットウ

線
セン

　道路
ドウロ

改築
カイチク

事業
ジギョウ

（大呂
オオロ

４工区
コウク

）

　鳥取県公共事業評価実施要綱第４条（１）
　　：　全体事業費が概ね１０億円以上の事業

フ リ ガ ナ

事 業 箇 所 　八頭郡
ヤズグン

　智頭町
チズチョウ

　大呂
オオロ

事 前 評 価
の 理 由

事 業 概 要

 　計 画 延 長　：　４０４ｍ
　幅        　員　：　６．０（８．０）ｍ
　全体事業費　：　１６．０億円
　事 業 期 間　：　令和７(２０２５)年度～令和１２（２０３０）年度

1



総 事 業 費 1,600,000千円

財 源 内 訳

50,000千円 測量設計、トンネル設計、地質調査

令和8年度 30,000千円 用地測量、用地補償

令和9年度 440,000千円 改良工事、トンネル工事

国費６２％　　県費３８％

令和7年度

事業費

令和7年度～令和12年度

〇地域の防災機能の向上
・大雨等による地すべり活動の活発化に伴う通行制限や土砂崩落、土砂ダム形成に
よる湛水が発生した場合でも、地すべり影響範囲を回避することで安全な通行を確保
することができ、迅速かつ円滑な災害対応が可能となるとともに、住民の確実な避難
が確保され、孤立集落の発生も解消できる。
〇地域の発展・生活の維持
・当該事業区間の上流の集落から鳥取市方面や智頭町中心部への通行が確保さ
れ、生活道路（スクールバス路線）としての地域交通機能が維持されるとともに、県内
有数の観光地である芦津渓谷やみたき園、智頭町が取り組んでいる森林セラピー
（セラピーロード）、民泊（芦津、八河谷）等の観光施設へのアクセス機能が確保され
る。
・芦津地区の有事の際の経済活動の停滞を防ぐことができる。
・智頭町の主要産業である林業の基幹地区である大呂、芦津、八河谷地区や商店や
食品加工施設へのアクセス道路を強化することで、有事の際の地場産業の停滞を防
ぐことができる。
〇安全な交通の確保
・幅員狭小、線形不良箇所の改善により、交通の円滑化や事故の減少に寄与する。
特に、冬期における車両の走行性・安全性が向上する。
〇その他
・北股川上流部に中国電力の三滝ダムや芦津発電所、新大呂発電所の取水堰があ
り、これらの施設の運営・管理を適切に行うことができる。

現 況 交 通 量
1,598台/日

(R3道路交通センサス)

計 画 延 長 L=404ｍ

計 画 幅 員 W=6.00(8.00)ｍ

計 画 交 通 量
1,551台/日

（H27道路交通センサス
に基づくR22推計)

道 路 規 格 第３種第４級

設 計 速 度 40km/時

（３）事業効果

（４）事業内容

（５）事業計画期間及
び事業費

事 業 計 画 期 間

改良工事

事業概要

改良工事、トンネル工事

令和11年度

合計 1,600,000千円

170,000千円 改良工事

令和12年度 100,000千円

令和10年度 810,000千円

2



（３）代替案の比較
検討

１，９１５百万円

第１案

延 長 ４００ｍ ４３０ｍ

※事業費は直接工事費・諸経費・補償費を含む金額である。

・災害発生時（地すべり
や護岸崩壊等）でも通
行が確保できる。
・経済性に優れる。
・地形改変が少ない。
・走行性（線形）に優れ
る
・神社及び社叢（県指定
天然記念物）への影響
が最小限となる。

・災害（地すべりや護
岸崩壊等）発生時で
も通行がほぼ確保で
きる。
・走行性（線形）に優
れる。

・地すべりや護岸崩
壊等の災害発生時で
も通行がほぼ確保で
きる。

短 所

・全延長の掘削が完了
するまで効果が発現さ
れない。

・経済性に劣る。
・全延長の切土が完
了するまで効果が発
現されない。
・地形改変が大きい。
・神社及び社叢（県指
定天然記念物）への
影響が大きい

・経済性に劣る。
・地すべりを助長する
恐れがある
・通行を確保しながら
の工事であるため、施
工性に劣る。
・道路縦断が今以上
に急勾配となるため、
走行性に劣り、冬期
交通の安全確保が必
要となる。

選 定 結 果 採　用

（１）合目的性 〇安全かつ確実な通行が確保される。
・緊急車両の通行を確保すべき道路としての機能が確保されるため、住民避難及び
災害活動が滞ることがなく、孤立集落の発生も解消できる。
・住民の生活道路としての機能が確保される。
・幅員狭小、線形不良箇所が改善され、車両の走行性・安全性が向上する。

（６）根拠法令、関
連事業、特記事項
等

【事業根拠法令】

道路法

【関連事業】

大呂地区地すべり対策事業
主要地方道津山智頭八東線（大呂２工区）　防災・安全交付金

【特記事項】

なし

事 業 費 １，６００百万円 ２，７５７百万円

２　事前評価のための資料

〇経済性、施工性および周辺環境に配慮したルートを選定
・災害等発生時においても、通行を確保できる。
・施工延長が最も短く、最も経済性に優れる。
・長大な斜面の山切りが少なく、地形改変が最小限であり、自然環境や現道交通へ
の影響も少ない。
・神社及び社叢（県指定天然記念物）への影響を最小限にできる。

（２）適切性

第２案

代 替 案
トンネル案

（バイパス整備）
切土案

（バイパス整備）

第３案（参考）

現道盛土案
（既道利用）

３８０ｍ

長 所

3



・社会的割引率　：　4％

・便益算定期間　：　50年

（単位：百万円）

総費用（Ｃ） R6現在価値換算値

便益項目

金額 備考

費用項目

　①低騒音・低振動工法、同建設機械の採用による対策を実施
　②沈殿池を設ける等して濁水処理を行ってから排水させる

1,252.5

15.7

1,268.2

○平成１６年の融雪期に地すべり性の崩壊が起きる。県道へ土砂が流出し全面通行
止め。
○令和２年の大雨で小崩壊が起きる。県道へ土砂が流出し全面通行止め。
○令和元年１１月～令和４年３月　　第１～６回大呂地すべり検討会
　　＜委員＞　学識経験者（鳥取大学等）、地元代表、智頭町、県
　　＜事務局＞　県
　　＜検討結果＞
　　　　①地下水位が一定の水位を超えると地すべり変動が活発化するため、
　　　　　水位が上昇しないように更なる地下水排除対策が必要。 また、既存
　　　　　対策施設は機能低下しており、速やかに修繕等が必要。
　　　　②地すべり末端部は小崩落が続いており、また、 安全で効果的な対策
　　　　　は困難なため、一定規模の土砂崩落は想定しておくべき。
　　　　③警戒・避難体制に関する地域住民の意識啓発のため、警戒体制等に
　　　　　ついて、地元と県で意思疎通を図ることが大切。
○令和５年度　　道路概略ルート検討
　　　⇒　バイパス（トンネル）案が最も有効であると判断

項　　目

事業費 R6現在価値換算値

維持管理費

【費用便益比の計算】

　B/C（ビーバイシー）とも略され、公共事業の効果を金銭に置き換えて、その妥当性を評価す
るための指標をいう。これは、ある事業において、要した費用の総計に対する発生した便益の
総計の比率（一定期間の総便益額を総費用で割った値）であり、その値が１以上であれば、総
便益が総費用より大きいことから、その事業は妥当なものと評価される。

（７）費用対効果分
析等

　・建設発生土は、可能な限り、他の公共工事に流用し、建設費用を抑える。

走行経費減少便益 R6現在価値換算値

【費用便益比とは】

（４）コスト縮減の取
り組み

（５）環境への影
響・配慮

【想定される影響】

　①掘削に伴う工事中の振動・騒音による影響
　②工事中の濁水による影響
　③トンネル掘削に伴う地下水低下による影響

【影響を回避又は軽減する方法】

5.1

総便益（Ｂ）

費用便益比　Ｂ／Ｃ

255.2

51.3

走行時間短縮便益 R6現在価値換算値

R6現在価値換算値

交通事故減少便益 R6現在価値換算値

R6現在価値換算値

（６）現在までの状
況

　「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（平成20年6月国土交通省」による。具体
の算定手法については、「費用便益分析マニュアル（平成20年12月　国土交通省道路局　都
市・地域整備局）」による。

【費用便益比の計算結果】

311.6

0.25
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以上の結果、

事業を行う価値があると判断した。

（２）貨幣価値困難
な効果

【貨幣価値困難な効果の考え方】

　費用便益比は、一定の精度をもって金銭的に換算が可能な項目のみを取り扱って
いるため、多様な効果の全てを評価しているわけではない。国が定める全国統一基
準に基づき算定した費用便益比が１．０を下回る場合であっても、中山間地で実施す
る道路事業は数式や数値で表せない「定性的効果」が存在する。
　そこで、費用便益比から求める「定量的効果」と、この「定性的効果」を組み合わせ、
総合的に事業の費用対効果を判断することとした。
　なお、この考え方は、鳥取県が平成３０年度に、外部の学識者等の意見を聞きなが
ら「鳥取県版・・・」として独自に定めたものである。

【貨幣価値困難な効果の算定方法】

　定量的効果をＡ～Ｅの５ランクに、定性的効果をａ～ｅの５ランクに分類し、その組み
合わせで事業を行う価値の有無を判断する。

【貨幣価値困難な効果の算定結果】
区分 配点 評価基準 評価

○○ 整備後、⼀定区間について概ね改良済となること
（道路ネットワークとして機能していれば路線全体でなくても可） 〇〇

中⼭間地域（集落）と⽇常⽣活圏中⼼都市
とのアクセス改善 ○ 中⼭間地域と⽇常⽣活圏中⼼都市を結ぶ主たる経路であること 〇

⾼速道路IC、空港、港湾へのアクセス向上 ○ 各ＩＣ、空港、重要港湾へ直結する路線（アクセス道としての事業目的が明確なもの）

○ 概ね10km圏内に該当施設があり、施設への主たる経路であること
（公共施設の他、福祉施設、教育施設等公益性のある施設を含む） 〇

○ 観光地等への主たる経路であること
※観光地等︓観光⼊込客数が年間概ね１万⼈以上の箇所 〇

主要観光地等へのアクセス向上 ○ 上記観光地等が、観光⼊込動態調査（観光戦略課HP）で主要観光施設・主要観光
地等として位置づけられている、又はそれと同等であると認められること

○ 営農施設、⼯業団地、流通団地等への主たる経路であり、アクセス道としての事業目的が
明確なもの 〇

○○ 県又は各市町村の総合戦略等各種計画及び他の道路利⽤計画等と関連性があること

集落⽣活圏と地域再⽣拠点間のアクセス性の
向上 ○ ⼩さな拠点づくりの計画に位置づけられた地域において、集落⽣活圏と地域再⽣拠点間の

主たる経路であること 〇

○ 事業により新たな地域間交流の機会が創出されるもの（県町境等）

○ 構造令を満⾜しない曲線半径等があり不良状況が説明できること 〇

○ 離合困難状況が説明できること 〇

○ ⾼速バス、路線バス、⽣活バス等の路線であること 〇

○ 過去５年間で３件以上の事故（物損含む）が発⽣していること
○ 通過交通の転換がはかられ、⽣活道路の安全性が向上するもの
○ 通学路指定または、通学時の利⽤が確認できること

○ 雪寒指定路線内であり、冬期の交通に⽀障があることが説明できること 〇

○○ 事前通⾏規制区間・冬期閉鎖区間・通⾏規制区間（⾼さ、幅、重量、⼤型等）が解消
されること 〇〇

○ 防災点検箇所（対策不要区間を除く）であり、事業により解消又は迂回できること

○ 過去に通⾏⽌め又は路⾯冠⽔の事例があること 〇

○ 事業により、迂回路・代替路としての機能が強化されるもの 〇

災害時の孤⽴危険集落の解消 ○○ 代替ルートがないこと（⼤規模な迂回を余儀なくされる場合を含む）又は過去に孤⽴が
発⽣した事例があり、事業により改善が⾒込まれるもの 〇〇

○○ 緊急輸送道路（１次〜３次）であること

○ 概ね10km圏内に該当施設があり、施設への主たる経路であること
緊急施設︓避難地、防災拠点等に位置付けられているもの 〇

18

防
災
・
減
災

冬期の円滑な交通流動の確保

事前通⾏規制区間等の解消

防災点検箇所の解消

風⽔害等における通⾏⽌め及び路⾯冠⽔の解消

迂回路・代替路による防災機能の強化

緊急時の輸送機能の改善

緊急施設へのアクセスの改善

安
全
安
⼼
な
道
路
空
間

⾛⾏快適性の向上（線形・視距不良・狭隘箇所の解消）

⾞両すれ違い困難区間の解消

公共交通機関の運⾏環境の改善

交通事故減少（事故多発箇所の解消）
通過交通の転換による安全性の確保
通学路の安全性の確保

道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

道路ネットワークの構築

産
業
振
興
・
地
域
活
性
化

公共施設等へのアクセス向上

観光地等へのアクセス向上

⼯業団地等へのアクセス向上

地域振興計画等の⽀援

地域間交流の促進

評価項目
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様式３

審 議 の 概 要

　本事業については、事業費の増額や最新の将来交通量の推計結果等を踏まえた費用
便益比の再算定について検証を行った。また、審議にあたっては、事業の進捗状況や
事業費増額の要因などについて現地で確認した。更に地域振興や災害時の緊急輸送
道路・迂回路としての防災機能など費用便益比のみでは表せない定性的効果もあわせ
て検証し、審議した結果、継続が妥当と判断した。

前
回
評
価
の
概
要
等

評 価 年 度 　令和４（２０２２）年度、再々評価

諮 問 理 由
鳥取県公共事業評価実施要綱第６条（２）
：社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業（事業費が増加したことから再評価
が必要であると判断されるため）

令和４年度
（２０２２年度）

事業実施担当部署 県土整備部道路局　道路建設課

事 業 概 要

事 業 概 要
道路延長：０．４ｋｍ、総事業費：１１０．０億円（国施工分含む）
事業期間：平成２９（２０１７）年度～令和８（２０２６）年度

計 画 延 長：０．４ｋｍ
幅         員：６．５（１１．０）ｍ
全体事業費：１３０．０億円（見直し前：１１０．０億円）（国施工分含む）
事 業 期 間：平成２９(２０１７)年度～令和８（２０２６）年度

答 申 結 果 妥当

付 帯 意 見 なし

付 帯 意 見 の
対 応 状 況

該当なし

事業の概要及び再評価に係る資料

再評価の理由

鳥取県公共事業評価実施要綱第６条（1）
：事業採択後５年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再
評価が必要であると判断される事業（事業費が増加したことから再評価が必要であると判
断されるため）

未着手又は事
業 が 長 期 化 し
て い る 理 由

評 価 の
実 施 経 緯

フ リ ガ ナ

事 業 名 一般
イッパン

国道
コクドウ

３１３号
ゴウ

道路
ドウロ

改築
カイチク

事業
ジギョウ

（北条
ホウジョウ

倉吉
  クラヨシ

道路
  ドウロ

（延伸
エンシン

））

事 業 種 別 　　　補助　　　交付金　　　県単独

フ リ ガ ナ

事 業 箇 所 東伯郡
トウハクグン

北栄町弓原
ホクエイチョウユミハラ

事前評価
平成28年度
（２０１６年度）

再評価
令和２年度

（２０２０年度）
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－

約４００ｍ
(ジャンクション)

変更なし －

有効幅員　６．５ｍ
全体幅員 １１．０ｍ

変更なし －

国５５％、県４５％ 変更なし －

ジャンクション
16,400台/日

変更なし －

4,575台/日
（Ｈ２７（２０１５）

センサス）

4,852台/日
（Ｒ３（２０２１）

センサス）
＋277台/日

【前回評価時】

変更点なし

【前回評価時】（２）必要性

（１）事業目的

(2022年)
前回評価時点

(2024年)
今回再評価時点

第１種３級 変更なし

４０ｋｍ/時 変更なし設 計 速 度

計 画 延 長

計 画 幅 員

財 源 内 訳

項目

現 況 交 通 量

１　事業の概要

・高規格幹線道路「山陰道(北条道路)」及び地域高規格道路「北条湯原道路（一般国道
　３１３号）」の自動車専用道路を相互に完全立体交差型のジャンクションで接続する
　ことにより、円滑で快適かつ安全な道路サービスを提供する。
・ジャンクションによる広域的な高速道路ネットワークの形成により、広域的な観光交
　流、企業誘致や民間投資の誘発など、社会資本の生産力向上効果がある。
・併せて北条湯原道路にハーフインターチェンジを設置することで、北条ジャンクショ
　ン周辺地域のアクセスや利便性を高める。

【路線の機能】
・北条湯原道路は、鳥取県中部地方生活圏と岡山県真庭地方生活圏を結び、山陰道と
　一体となって広域的な道路ネットワークの形成を図る路線である。
【現道状況】
・現在、一般国道３１３号と一般国道９号は平面交差で接続しており、利用交通は一旦停
　止する必要がある。
・ 県中部の中心都市である倉吉市には白壁土蔵群や打吹公園などの観光地や西倉吉
　工業団地などの産業集積地があり、このアクセスとして、北条湯原道路は重要な役割
　を担っているが、高速道路ネットワークが形成されていないため、自動車専用道路とし
　ての効果が十分に活かされていない状況にある。
【事故状況】
・事故件数８９件（一般国道９号で北条ジャンクション計画地付近）
（Ｈ８（１９９６）～Ｒ３（２０２１）：うち死亡事故３件、重傷事故13件）

・事故件数９９件（一般国道９号で北条ジャンクション計画地付近）
（Ｈ８（１９９６）～Ｒ５（２０２３）：うち死亡事故３件、重傷事故１3件）

変更点なし

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

道 路 規 格

【前回評価時】（３）効果

（４）事業内容

計 画 交 通 量

【交通の円滑化・交通安全】
・完全立体型のジャンクションとするため停止の必要が無く、円滑な道路サービスを提供
　できる。また、交通が平面交差しないため事故減少の効果がある。
【産業振興・観光振興】
・ジャンクションが整備され山陰自動車道と共に高速道路ネットワークが形成されれば、
　企業誘致や観光プロモーションなどに効果があり、雇用の拡大、観光交流など産業や
　観光の振興に寄与する。

増減

－

2



-

Ｒ８（２０２６） 変更なし -

変更なし

Ｈ２９（２０１７） 変更なし

-

-

完 了 予 定 年 度

２　再評価のための資料

(2022年度)
前回評価時点

(2024年度)
今回再評価時点

Ｈ２９（２０１７）

（５）根拠法令、関
連事業、特記事項
等

最新の道路交通センサスに基づく現況交通量に見直し。

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【事業根拠法令】
道路法

【関連事業】

・山陰道「北条道路」
・地域高規格道路「北条湯原道路」における各事業
　※詳細は「２再評価のための資料（２）事業を巡る社会情勢等の変化」

【特記事項】

なし

（１）事業進ちょく
状況等

１０年 変更なし

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

投 資 事 業 費

増減項目

事 業 採 択 年 度

着 工 年 度

事 業 期 間

全体事業費の増
　※要因は「（３）費用対効果分析の要因変化」参照

４７．８億円
（Ｒ４（２０２２）年度予算まで）

１０５．４億円
（Ｒ６（２０２４）年度末見込）

＋５７．６億円

進 ち ょ く 率 ４３．４％
（Ｒ４（２０２２）年度予算まで）

８１．１％
（Ｒ６（２０２４）年度末見込）

＋３７．７ポイント

うち工事進ちょく率 ３８．９ ％
（Ｒ４（２０２２）年度末時点）

７９．７％
（Ｒ６（２０２４）年度末見込）

全 体 事 業 費 １１０．０憶円 １３０．０億円 ＋２０．０億円

うち用地進ちょく率 １００％ 変更なし -

＋４０．８ポイント

3



【現状での課題】

　山陰道「北条道路」の令和８（２０２６）年度開通予定が公表されたことにより、当事業に
おいても令和８（２０２６）年度に開通させる必要がある。

【地域の協力体制】

　令和４（２０２２）年７月　用地買収完了

【関連事業との整合性の変化】

〔地域高規格道路「北条湯原道路」関連（県内）〕
　国道３１３号倉吉道路・倉吉関金道路（倉吉西ＩＣ－倉吉南ＩＣ間）　令和５（２０２３）年8
月開通時期公表（令和７（２０２５）年3月開通予定）

【参考（前回評価時の状況）】
〔山陰道「北条道路」〕
　山陰道「北条道路」　令和元（２０１９）年12月開通時期公表（令和８（２０２６）年度開通予
定）
〔山陰道「鳥取西道路」〕
　山陰道「鳥取西道路」　令和元（２０１９）年５月供用開始
〔地域高規格道路「北条湯原道路」関連（県内）〕
　国道３１３号北条倉吉道路 平成１９（２００７）年３月暫定供用開始
　国道３１３号倉吉道路　実施中（平成２５（２０１３）年６月一部供用開始）
　国道３１３号倉吉関金道路　実施中
　国道３１３号犬挟峠道路 平成９（１９９７）年10月供用開始
〔地域高規格道路「北条湯原道路」関連（県外）〕
　国道３１３号初和下長田道路（岡山県）　実施中
　国道３１３号（熊居工区）（岡山県）　平成14（２００２）年12月供用開始
　国道３１３号（湯本工区）（岡山県）　平成２（１９９０）年10月供用開始
　国道３１３号（禾津工区）（岡山県）　平成17（２００５）年７月供用開始
　国道３１３号初和下長田道路（岡山県）　令和２（２０２０）年10月バイパス区間供用開始

【費用の変化】以下の理由により、増額する必要が生じた。

【施工ヤード地盤改良の追加】
・現地調査の結果、地盤改良（ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ）工事で使用する杭打機に対して地
　盤支持力が不足していたため、施工ヤードの地盤改良（セメント改良）が必要となったこ
　とによる増額。
【軟弱地盤対策の工法変更】
・軟弱地盤対策工事により周辺への変状が発生したことから、通常より振動・変位の少な
　い工法へ変更する必要が生じたことによる増額。
【地中障害物の出現に伴う対応】
・軟弱地盤対策工事範囲から地中障害物（転石）が出現したことから、軟弱地盤対策工
　事前に転石除去が必要となったことによる増額。
【鋼管ソイルセメント杭の補助工法追加】
・擁壁基礎（鋼管ソイルセメント杭）の施工時に転石が出現したことから、補助工法が必
　要となったことによる増額。
【労務・資材単価の高騰】
・令和４（２０２２）年度から資機材・労務単価が想定以上に急上昇したことに伴う増額。

山陰道「北条道路」の開通時期が公表されたことから、山陰道「北条道路」と地域高規格
道路「北条倉吉道路」を連結する当事業においても、山陰道「北条道路」と一体的な開
通を目指した早期整備の期待が高まっている。

【その他】

【地域の事業に対する社会的評価】

なし

（２）事業を巡る社
会情勢等の変化

（３）費用対効果分
析の要因の変化

4



（単位：百万円）

①今後も上記①②によるコスト削減を図る

項　　目
(2022年度）

前回評価時点
(2024年度）

今回再評価時点

費用項目

【事業期間】

変更なし

【費用対効果分析の結果】

費用便益比Ｂ／Ｃ　算定中（前回R４（２０２２）評価時１．０５）
※「鳥取県道路事業評価マニュアル（案）」及び「費用便益分析マニュアル（令和５（２０２
３）年１２月国土交通省道路局都市・地域整備局）」により算定

【費用便益比の計算】

事業費 ９８．０億円 １２４．０億円

維持修繕費 ０．６億円 ０．６億円

１４．０億円 １６．０億円

交通事故減少便益 ７．８億円 ８．５億円

総費用（Ｃ） ９８．６億円 １２４．６億円

便益項目

（４）コスト縮減の
取り組み

（５）環境への影
響・配慮

総便益（Ｂ） １０３．８億円 １１２．５億円

費用便益比　Ｂ／Ｃ 1.05 0.90

【実績】

①再生資材（砕石・アスファルト等）を使用する。
②盛土材料は可能な限り他事業の残土を流用し、建設費用を抑える。

【今後の見込み】

【想定される影響】

① 工事中の騒音・振動による影響
② 工事中の濁水による影響
③ 建設副産物の処理

【影響を回避又は軽減する方法】

① 騒音・低振動工法、同建設機械の採用による対策を実施
② 沈砂池等の濁水対策を実施
③ 建設発生土の有効利用、再生資源の利用促進、廃棄物の発生抑制、分別の徹底、
　再資源化、適正処理を推進

【前回評価時点からの変更点及びその要因】

変更なし

走行時間短縮便益 ８２．０億円 ８８．０億円

走行経費減少便益
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様式３

事業延長：Ｌ＝約250m
事業概要：橋梁改築（ＪＲ）、築堤護岸
事業費 　：16.7億円
事業期間：令和２年度～令和１０年度
※大路川河川改修事業（砂田川含む）は昭和５７年に改修計画策定、事業着手
 ・平成２２年度　河川整備計画策定
 ・平成２２年度から交付金事業で実施
 ・令和２年度から砂田川JR橋梁改築にかかる区間を補助事業（大規模特定河川事業）に
移行

答 申 結 果

付 帯 意 見

付 帯 意 見 の
対 応 状 況

審 議 の 概 要
前
回
評
価
の
概
要
等

評 価 年 度

諮 問 理 由

事業の概要及び再評価に係る資料

再 評 価 の 理 由
鳥取県公共事業評価実施要綱第６条（１）別表により
「国土交通省」２　事業採択後５年を経過した後も継続中と判断される事業
※事業採択後、現在５年目であり、次年度以降も事業が継続されるため

未着手又は事業
が長期化してい
る 理 由

-

評 価 の
実 施 経 緯

フ リ ガ ナ

事 業 名 大規模特定河川事業
ダイ  キ  ボ トクテイ  カセンジギョウ

（砂田川
スナダ ガワ

）

事 業 種 別 　　　補助　　　交付金　　　県単独

フ リ ガ ナ

事 業 箇 所 鳥取
トットリ

市
シ

　杉崎
スギサキ

事前評価 － 再評価 －

事業実施担当部署 県土整備部河川港湾局河川課

事 業 概 要

事 業 概 要

・本事業は大路川河川改修事業の一部を国の補助事業に移行したものである。

・大路川河川改修事業は昭和５７年に着手したものであり、事前評価は行っていない。

・また、近年は交付金事業として実施していたため、再評価も実施していない。
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変更なし

【事業着手時】（２）必要性

計 画 降 雨 量 －

50m3/s 変更なし －

約250m 変更なし －

国50%、県50% 変更なし －

（１）事業目的

Ｒ２年度
事業着手時点

計 画 目 標

計 画 延 長

財 源 内 訳

【事業着手時】（３）効果

【事業着手時】

（４）事業内容

JR橋を改築することにより、50年確率規模の降雨に対し浸水被害の軽減を図る。

増減

－

Ｒ６年度
今回再評価時点

1/50 変更なし

73.8mm/hr 変更なし

　大路川水系において、概ね50年に1度発生する規模の降雨に対し、流下能力を満足す
る河川断面を確保し、家屋の浸水被害を軽減する事業計画が進められている。
　砂田川を横断する既設JR橋箇所（0ｋ223）は、50年確率の流下能力を満足しておらず、
本事業は必要河川断面の確保にかかるＪＲ橋付け替えと関連区間の護岸整備を目的とす
る。

①砂田川は大路川の支川であり、昭和51年、同54年、平成10年をはじめ、度々浸水被害
　を受けている。大路川流域では特に昭和54年には、浸水面積445ha、床上浸水329戸、
　床下浸水218戸の大きな被害が発生している。
②大路川流域の約22％は市街地であり、住宅が密接しているほか、市立病院や大規模
　小売店舗が数多く立地し、関西圏との交流の要でもあるJR因美線もとおるため、被害発
　生時に非常に大きな損害が想定される。

　以上のことから、砂田川を含む大路川流域の洪水による浸水被害の軽減に向け、JR橋の
架け替えが必要となる。

変更なし

変更なし

【事業着手時点からの変更点及びその要因等】

【事業着手時点からの変更点及びその要因等】

【事業着手時点からの変更点及びその要因等】

項目

（５）根拠法令、関
連事業、特記事項
等

変更なし

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【事業根拠法令】
河川法

【関連事業】

特になし

【特記事項】

特になし

計 画 規 模

１　事業の概要

2



0.0%

－

R10 R10 －

R2

R2 R2

－

－

完 了 予 定 年 度

２　再評価のための資料

Ｒ２年度
事業着手時点

Ｒ６年度
今回再評価時点

R2

（１）事業進ちょく状
況等

9年 9年

【事業着手時点からの変更点及びその要因等】

投 資 事 業 費

増減

うち工事進ちょく率 0.0%

【現状での課題】
特になし

【地域の協力体制】

事業の必要性について地元説明会等を実施し理解をいただいている。

【関連事業との整合性の変化】

該当なし

項目

事 業 採 択 年 度

着 工 年 度

事 業 期 間

（２）事業を巡る社
会情勢等の変化

全 体 事 業 費 16.7億円 16.7億円 －

うち用地進ちょく率 0.0% 0.0% －

－

変更なし

該当なし

【その他】

　近年の豪雨災害等を踏まえ、国においては、地方公共団体が実施する事業について、
計画的・集中的な整備により効果の早期発現を図るため、交付金事業から個別補助事業
への移行を進めている。

【地域の事業に対する社会的評価】

0.0億円
1.3億円

(R6年度末見込み)
－

進 ち ょ く 率 0.0% 7.8% －
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・社会的割引率　：　４％

・便益算定期間　：　５０年

（単位：億円）

【費用対効果分析の結果】

費用便益比B/C＝1.6５
※「治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月　国土交通省 水管理・国土保全局）」によ
り算定

項　　目
Ｒ２年度

事業着手時点
Ｒ６年度

今回再評価時点

費用項目

【費用の変化】
変化なし

【事業期間】

変更なし

被害軽減期待額 - 23.6

残存価値 - 0.2

【費用便益比の計算】

事業費 12.8 14.0

維持管理費 1.4 0.4

総便益（Ｂ） - 23.8

費用便益比　Ｂ／Ｃ - 1.65

（３）費用対効果分
析の要因の変化

総費用（Ｃ） 14.2 14.4

便益項目

4



・再生材（アスファルト、砕石）を利用し、工事費の削減を図る。
・現場発生土、盛土材料の現場内流用や他工事間流用により、材料購入費や残
土処分費の削減を図る。

（４）コスト縮減の取
り組み

（５）環境への影
響・配慮

【実績】

工事未着手のため現在実績なし。

【今後の見込み】

【想定される影響】

・工事中の建設機械稼働に伴う影響
・工事中の濁水による影響

【影響を回避又は軽減する方法】

・低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械を採用する。
・建設工事で発生する濁水に対して濁水処理を行い、周辺水域の生活環境の保
全を図る。

【事業着手時点からの変更点及びその要因】

変更なし
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様式３

なし

付 帯 意 見 の
対 応 状 況

審 議 の 概 要

　本事業については、既設排水機場の活用を含めた新規排水機場の整備手法、事業
規模の妥当性のほか、事業効果による水位低下について具体のシミュレーションの検
討を行った。また、審議にあたっては、地形上の課題などを現地で確認した。
審議の結果、被害軽減効果、費用対効果等、提案された計画は継続が妥当と判断し
た。

事 業 概 要 排水機場整備一式、総事業費：25.3億円、事業期間：平成２８年～令和８年度

答 申 結 果 妥当

付 帯 意 見

事業の概要及び再評価に係る資料

再 評 価 の 理 由

鳥取県公共事業評価実施要綱第６条（１）別表により
「国土交通省」３　事業採択後５年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、
社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業
※事業採択から６年目、前回再評価から４年目であるが、現在も事業継続中であり、今
回事業費増を主として再評価を受けるため

未着手又は事業が
長期化している理

由
-

評 価 の
実 施 経 緯

フ リ ガ ナ

事 業 名 大規模特定
ダイ キ ボ トクテイ

河川事業
 カセンジギョウ

（水貫
ミズヌキ

川
ガワ

排水機場
ハイスイキジョウ

）

事 業 種 別 　　　補助　　　交付金　　　県単独

フ リ ガ ナ

事 業 箇 所 米子市
ヨナゴシ

　皆生
カイケ

新田
シンデン

事前評価 - 再評価 R2

事 業 内 容： 排水機場整備一式
（排水機場）事業費：29.2億円　（見直し前：　25.3億円）
（排水機場）事業期間：平成28年～令和８年度
　　　　　　　※ 水貫川改修事業は昭和49年事業着手
　　　　　　　※ 排水機場整備：平成28年～30年は交付金事業で実施
　　　　　　　※ 平成31年（令和元年）度から補助事業（大規模特定河川事業）に移行

事業実施担当部署 県土整備部河川港湾局河川課

事 業 概 要

前
回
評
価
の
概
要
等

評 価 年 度 令和２年度、再評価

諮 問 理 由
鳥取県公共事業評価実施要綱第６条（２）
：社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業
（事業費が増加したことから再評価が必要であると判断されるため）

1



（３）効果

【前回評価時】

　昭和62年に氾濫による床上浸水被害を生じるなどした水貫川下流域において、排水
機場を整備する。これにより、市街化が進み、多くの住居、観光施設等が存在する同地
域における浸水被害の解消または軽減を図る。
　整備効果目標は、既往最大被害を生じた昭和62年降雨(年超過確率1/10～20)に対
する床上浸水被害の解消である。

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【前回評価時】

１　事業の概要

変更なし

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

　水貫川流域の皆生温泉地区の住居、観光施設、病院等を洪水から守り、住民の生活
や地域の経済活動を支えることを目的とする。

①水貫川は日野川の支川であり、日野川の水位の影響を受ける河川である。
②日野川の水位上昇により、水貫川は流下困難となるため氾濫するおそれがある。
③昭和62年に水貫川が氾濫し、床上浸水13戸、床下浸水11戸の被害が発生してい
る。
④水貫川流域は都市計画による市街化が進み、多くの住居、観光施設等が存在して
いる状況であり、浸水被害発生時の損害も非常に大きいものが想定される。
⑤米子市街地で住宅等が密集しているほか、隣接する皆生温泉街への影響も大きい。
被害発生時、非常に大きな損害が想定される重要な区域である。
⑥昭和62年の洪水を契機とし、国の救急内水対策事業により平成８年に2m3/sのポン
プが設置されたが、その後も平成23、25、30年に浸水被害が発生している。
↓
　以上のことから水貫川の洪水による浸水被害の解消または軽減に向け排水機場の整
備が必要である。

変更なし

変更なし

【前回評価時】（２）必要性

（１）事業目的

2



項目

（5）根拠法令、関連
事業、特記事項等

変更なし

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

【事業根拠法令】
河川法

（４）事業内容

増減

【関連事業】

・（直轄）日野川水系河川整備基本方針
・（直轄）日野川水系河川整備計画
・（直轄）日野川皆生地区救急内水対策事業
・日野川（指定区間）河川整備計画

【特記事項】

R２年度
前回評価時点

R６年度
今回再評価時点

現 況 排 水 量 2m3/s 変更なし －

財 源 内 訳 国50%、県50% 変更なし －

計 画 規 模 1/10～20

特になし

変更なし －

計 画 降 雨 量 207mm/24h 変更なし －

計 画 排 水 量 7m3/s 変更なし －

3



（２）事業を巡る社会
情勢等の変化

うち工事進ちょく率 5.1%

特になし

【地域の協力体制】

　事業について地元説明会等を実施し理解いただくとともに、関係者の協力を得て用
地買収も完了している。

【関連事業との整合性の変化】

変化なし

全 体 事 業 費 25.3億円 29.2億円 3.9億円

うち用地進ちょく率 100% 100% -

44.7%

項目

事 業 採 択 年 度

着 工 年 度

事 業 期 間

【現状での課題】

－

－

全体事業費の増
※要因は「（３）費用対効果分析の要因変化」参照

変化なし

【その他】

　近年の豪雨災害等を踏まえ、国においては、地方公共団体が実施する事業につい
て、計画的・集中的な整備により効果の早期発現を図るため、交付金事業から個別補
助事業への移行を進めている。

【地域の事業に対する社会的評価】

3.8億円
（R2年度末見込み）

15.8億円
（R6年度末見込み）

12億円

進 ち ょ く 率 15% 54.1% 39.1%

完 了 予 定 年 度

２　再評価のための資料

R２年度
前回評価時点

R６年度
今回再評価時点

H28

（１）事業進ちょく状況
等

11年 11年

【前回評価時点からの変更点及びその要因等】

投 資 事 業 費

増減

49.8%

-

R8 R8 -

H28

H28 H28
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・社会的割引率　：　４％

・便益算定期間　：　５０年

（単位：億円）

総便益（Ｂ） 375.8 446.6

費用便益比　Ｂ／Ｃ 16.7 14.72

（３）費用対効果分析
の要因の変化

総費用（Ｃ） 22.5 30.3

便益項目

被害軽減期待額 375.6 446.4

残存価値 0.2 0.2

28.1

維持管理費 1.8 2.2

事業費 20.7

【事業期間】

変更なし

項　　目
Ｒ２年度

前回評価時点
Ｒ６年度

今回再評価時点

費用項目

【費用の変化】
本事業は排水機場整備により内水被害の軽減を図るものであるが、
①排水機場のポンプ設備について近年の物価上昇により資材価格等が高騰したこと
②排水機場の施工時に土留矢板及び地下排水工を設置することに伴い、井戸水等を
取水している周辺箇所への影響を調査するため水文調査を実施する必要が生じたこと
により費用が増加した。

【費用対効果分析の結果】

費用便益費B/C＝14.7２
※「治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月　国土交通省 水管理・国土保全局）」
により算定

【費用便益比の計算】
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（４）コスト縮減の取り
組み

（５）環境への影響・
配慮

【実績】
　掘削残土を一部ストックし、現場内（仮締切り等）で利用することにより工事費を削減し
た。

【今後の見込み】

【想定される影響】
①工事中の建設機械稼働に伴う影響
②工事中の濁水による影響

【影響を回避又は軽減す津方法】

①低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械を採用する
②沈砂池等の濁水対策を実施する

【前回評価時点からの変更点及びその要因】

変更なし

　今後も掘削残土を現場内及び他の事業箇所へ流用することにより処分費の縮減を図
る。
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B/C = B C
=446.62 28.14 +2.2 =14.72
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